
 

 令和７年１０月３０日（木）高山合同庁舎共用大会議室にて、「もにす認定制度」説明会を去年に引き続き開催しました。 

「もにす認定制度」に関心をもっていただいた６社に参加していただき、「もにす認定制度」の概要、認定基準項目の説明

や評価要素の解説、申請手続きから認定までの具体的な流れ、認定事業主のメリットについてご説明いたしました。 

参加者の皆様からは、「評価要素の具体的な事例が分かりやすかった」「評価基準のポイントが理解できた」といった

声をいただきました。質疑応答の時間では、様々な課題や質問が投げかけられ、活発な意見交換ができました。 

この説明会をきっかけに、取り組みやすい評価要素から始めて、ぜひ「もにす認定企業」を目指していただきたいです。

「もにす認定企業」が増えれば、身近な障害者雇用におけるロールモデルとして、認定を受けた事業主の取り組みが地

域や業界に広がることで、中小事業主全体の障害者雇用が進展することが期待できます。 

 

   

 

           

 

 

『もにす認定制度』説明会 開催！！ 

                    


